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 平成２３年第３回常陸太田市議会定例会を次のとおり招集する。 

 

   平成２３年６月３日 

 

常陸太田市長  大 久 保 太 一 

 

 1. 期  日   平成２３年６月１０日 

 

 2. 場  所   常陸太田市議会議場 
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平成２３年６月１０日（火） 

            ─────────────────── 

議 事 日 程（第１号） 

平成２３年６月１０日午前１０時開議 

日程第 １ 会期の決定 

日程第 ２ 報告第 １ 号 専決処分の承認を求めることについて（常陸太田市国民健康保険条 

             例の一部を改正する条例） 

      報告第 ２ 号 専決処分の承認を求めることについて（常陸太田市国民健康保険税 

             条例の一部を改正する条例） 

      報告第 ３ 号 専決処分の承認を求めることについて（常陸太田市東日本大震災被 

             害対策支援金等支給条例） 

      報告第 ４ 号 専決処分の承認を求めることについて（平成２３年東日本大震災に 

             係る災害被害者に対する市税の減免等の特例に関する条例） 

      報告第 ５ 号 専決処分の承認を求めることについて（常陸太田市市税条例の一部 

             を改正する条例） 

      報告第 ６ 号 専決処分の承認を求めることについて（常陸太田市災害弔慰金の支 

             給等に関する条例の一部を改正する条例） 

      報告第 ７ 号 専決処分の承認を求めることについて（平成２２年度常陸太田市一 

             般会計補正予算（第５号）） 

      報告第 ８ 号 専決処分の承認を求めることについて（平成２２年度常陸太田市下 

             水道事業特別会計補正予算（第４号）） 

      報告第 ９ 号 専決処分の承認を求めることについて（平成２２年度常陸太田市農 

             業集落排水事業特別会計補正予算（第４号）） 

      報告第１０号 専決処分の承認を求めることについて（平成２２年度常陸太田市戸 

             別合併処理浄化槽設置整備事業特別会計補正予算（第４号）） 

      報告第１１号 専決処分の承認を求めることについて（平成２２年度常陸太田市簡 

             易水道事業特別会計補正予算（第４号）） 

      報告第１２号 専決処分の承認を求めることについて（平成２２年度常陸太田市水 

             道事業会計補正予算（第４号）） 

      報告第１３号 専決処分の承認を求めることについて（平成２３年度常陸太田市一 

             般会計補正予算（第１号）） 

      報告第１４号 専決処分の承認を求めることについて（平成２３年度常陸太田市下 

             水道事業特別会計補正予算（第１号）） 

      報告第１５号 専決処分の承認を求めることについて（平成２３年度常陸太田市農 
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             業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）） 

      報告第１６号 専決処分の承認を求めることについて（平成２３年度常陸太田市戸 

             別合併処理浄化槽設置整備事業特別会計補正予算（第１号）） 

      報告第１７号 専決処分の承認を求めることについて（平成２３年度常陸太田市一 

             般会計補正予算（第２号）） 

      報告第１８号 平成２２年度常陸太田市一般会計予算繰越明許費繰越計算書につい 

             て 

      報告第１９号 平成２２年度常陸太田市下水道事業特別会計予算繰越明許費繰越計 

             算書について 

      報告第２０号 平成２２年度常陸太田市簡易水道事業特別会計予算繰越明許費繰越 

             計算書について 

      報告第２１号 平成２２年度常陸太田市一般会計予算事故繰越し繰越計算書につい 

             て 

      報告第２２号 平成２２年度常陸太田市下水道事業特別会計予算事故繰越し繰越計 

             算書について 

      報告第２３号 平成２２年度常陸太田市簡易水道事業特別会計予算事故繰越し繰越 

             計算書について 

      報告第２４号 平成２２年度常陸太田市水道事業会計予算繰越しについて 

日程第 ３ 議案第３９号 常陸太田市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一 

             部改正について 

      議案第４０号 平成２３年度常陸太田市一般会計補正予算（第３号）について 

      議案第４１号 平成２３年度常陸太田市下水道事業特別会計補正予算（第２号）に 

             ついて 

      議案第４２号 平成２３年度常陸太田市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２ 

             号）について 

      議案第４３号 平成２３年度常陸太田市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

             について 

      議案第４４号 平成２３年度常陸太田市水道事業会計補正予算（第１号）について 

      議案第４５号 平成２３年度常陸太田市工業用水道事業会計補正予算（第１号）に 

             ついて 

            ─────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第 １ 会期の決定 

 日程第 ２ 報告第１号ないし報告第２４号（一括上程・提案理由説明） 

 日程第 ３ 議案第３９号ないし議案第４５号（一括上程・提案理由説明） 

            ─────────────────── 
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出席議員 

    議 長   茅 根   猛 君     副議長   山 口 恒 男 君 

     １番   藤 田 謙 二 君      ２番   赤 堀 平二郎 君 

     ３番   木 村 郁 郎 君      ４番   深 谷   渉 君 

     ５番   鈴 木 二 郎 君      ６番   平 山 晶 邦 君 

     ７番   益 子 慎 哉 君      ８番   菊 池 伸 也 君 

     ９番   深 谷 秀 峰 君     １０番   高 星 勝 幸 君 

    １１番   荒 井 康 夫 君     １２番   成 井 小太郎 君 

    １４番   片 野 宗 隆 君     １５番   福 地 正 文 君 

    １８番   後 藤   守 君     １９番   黒 沢 義 久 君 

    ２０番   沢 畠   亮 君     ２１番   髙 木   将 君 

    ２２番   宇 野 隆 子 君 

            ─────────────────── 

欠席議員 

    １７番   川 又 照 雄 君 

説明のため出席した者 

    市    長  大久保 太 一 君    副 市 長  梅 原   勤 君 

    教 育 長  中 原 一 博 君    総 務 部 長  江 幡   治 君 

    市民生活部長  川 上 明 文 君    保健福祉部長  安 田   隆 君 

    産 業 部 長  井 坂 孝 行 君    建 設 部 長  菊 池 拓 夫 君 

    会 計 管 理者  岡 部 芳 雄 君    上下水道部長  鈴 木 則 文 君 

    消 防 長  福 地 壽 之 君    教 育 次 長  山 崎 修 一 君 

    秘 書 課 長  宇 野 智 明 君    総 務 課 長  荻 津 一 成 君 

    監 査 委 員  中 村   弘 君 

            ─────────────────── 

事務局職員出席者 

    事 務 局 長  吉 成 賢 一      主査兼議事係長  関   勝 則  

    総 務 係 長  榊   一 行 

            ─────────────────── 

午前１０時開会 

○議長（茅根猛君） ご報告いたします。 

 ただいま出席議員は２１名であります。 

 便宜，欠席議員の氏名を申し上げますから，ご了承願います。１７番川又照雄君，以上１名で

あります。 

 よって，定足数に達しております。 

 これより平成２３年第３回常陸太田市議会定例会を開会いたします。 



 １０

 直ちに本日の会議を開きます。 

            ─────────────────── 

 会議録署名議員の指名 

○議長（茅根猛君） 会議録署名議員の指名をいたします。 

 会議録署名議員には，会議規則第８１条の規定により 

    ７番   益 子 慎 哉 君    ２０番   沢 畠   亮 君 

の両名を指名いたします。 

            ─────────────────── 

 諸般の報告 

○議長（茅根猛君） 諸般の報告を行います。 

 初めに，議長会の経過についてご報告いたします。 

 去る５月２５日，常陸大宮市において県北市議会議長会が，同じく２７日，水戸市において茨

城県市議会議長会が，さらに６月６日，八王子市において関東市議会議長会が開催されました。

会議内容については，お手元に配付いたしました印刷物によりご承知願います。 

 次に，監査委員から，平成２２年度定期監査報告書，平成２２年度行政監査報告書及び平成２

３年３月，４月，５月の例月現金出納検査の結果について，報告書が別紙写しのとおり提出され

ておりますので，ご報告いたします。 

 次に，地方自治法第２４３条の３第２項の規定により，財団法人里美ふるさと振興公社，株式

会社水府振興公社，有限会社バイオマスリサイクルセンターのそれぞれの経営状況を説明する書

類がお手元に配付いたしてありますとおり提出されておりますので，ご報告いたします。 

 次に，地方自治法第１２１条の規定により，提出案件説明のため，次の者を議場に出席するよ

う要求いたしておりますので，ご報告いたします。 

 市    長  大久保 太 一 君    副 市 長  梅 原   勤 君 

 教 育 長  中 原 一 博 君    総 務 部 長  江 幡   治 君 

 市民生活部長  川 上 明 文 君    保健福祉部長  安 田   隆 君 

 産 業 部 長  井 坂 孝 行 君    建 設 部 長  菊 池 拓 夫 君 

 会 計 管 理者  岡 部 芳 雄 君    上下水道部長  鈴 木 則 文 君 

 消 防 長  福 地 利 壽 君    教 育 次 長  山 崎 修 一 君 

 秘 書 課 長  宇 野 智 明 君    総 務 課 長  荻 津 一 成 君 

 監 査 委 員  中 村   弘 君 

以上，１５名でございます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

            ─────────────────── 

 市長あいさつ 

○議長（茅根猛君） この際，市長より招集のごあいさつを願います。市長。 

〔市長 大久保太一君登壇〕 



 １１

○市長（大久保太一君） 平成２３年第３回市議会定例会の開会に当たりまして，一言ごあいさ

つを申し上げます。本日第３回の定例会を招集しましたところ，議員の皆様におかれましてはご

多用の中ご出席をいただき，まことにありがとうございます。あわせまして日ごろから市政の進

展とその円滑な運営のために格別なるご高配を賜りまして，心から厚く御礼を申し上げます。 

 ただいまは，茨城県市議会議長会から永年勤続による表彰の伝達が行われましたが，福地正文

議員，茅根猛議員，高星勝幸議員，そして深谷秀峰議員におかれましては，永年の議員活動のご

功績に対しまして心から敬意を表するとともにお祝いを申し上げる次第でございます。引き続き，

当市の自治発展のためにご活躍をご祈念申し上げます。 

 さて，未曾有の被害をもたらしました東日本大震災の発生からはや３カ月が経過いたしました

が，これまでに１万5,０００人を超える尊い命が失われ，8,０００人を超える方が依然として行

方不明となっております。また，今なお多くの皆様が避難所での不自由な生活を余儀なくされて

おります。改めましてお亡くなりになられました方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに，

被災された皆様に心からお見舞いを申し上げる次第でございます。 

 今回の大震災は，北海道から関東の太平洋側を広範に襲い，地震と津波の被害だけでなく，東

京電力福島第一原子力発電所の事故による放射線被害と，それに基づく風評被害が発生している

ところでございます。本市におきましても一人の方がお亡くなりになっておられますし，また，

多くの建物が倒壊や損壊の被害を受け，これまでに4,６６０件の被災状況の確認申請がございま

して，そのうち4,１７４件の調査をいたしました。調査の結果は，全壊が１００件，大規模半壊

が２８２件，半壊７２９件，一部損壊が3,０６３件でございます。また，上下水道や道路，学校

施設などにも大きな被害がございましたが，市民の皆様が一日も早く安全で安心な生活が送れま

すように，災害の復旧，復興を最優先に全力を挙げて取り組みを進めているところでございます。 

 市民の住宅等の復旧に関しましては，国の被災者生活再建支援金の対象とならない方の住宅や

物置の修繕に対しまして，市独自に支援金を交付する被害対策支援制度，そしてまた，地域材を

用いて新築，増築された場合の木造住宅等建築助成，耐震改修を行う場合の木造住宅耐震改修助

成，そしてまた，民間賃貸住宅入居者への家賃等助成など，住宅に関する支援を行っているとこ

ろでございます。 

 日本赤十字社等からの義援金の交付につきましても，今その支給が遅れている等々話題となっ

ておりますが，当市におきましては急ぎ手続を進めておりますけれども，現在５3.８％の交付状

況となっているところでございます。 

 また，固定資産税や個人住民税，国民健康保険税，介護保険料，幼稚園・保育園の保育料，放

課後児童クラブの利用料金などの減免も行ってまいりました。 

 震災で壊れたコンクリートブロックや瓦，大谷石，木くずなどにつきましては，これらを搬出

できる臨時のごみステーションを設置いたしまして，災害ごみの適切な収集に努めているところ

でございます。 

 引き続き，被災住宅の再建支援や道路，上下水道，教育施設，公共施設等の復旧に迅速に取り

組むとともに，市民の皆様の尊い生命，財産を守り抜くために，今回の震災を踏まえた防災計画
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全般を見直しいたします。また，自主防災会と市の連携，役割がより有効に機能いたしますよう

に，あわせて見直しを行ってまいります。 

 原子力発電所の放射能問題につきましては，小中学校，幼稚園，保育園の放射線量測定並びに

土壌中の放射性物質濃度測定を実施いたしまして，迅速かつ的確な情報収集に努めるとともに，

その結果をホームページ，あるいは市役所ロビーに掲示をしているところでございます。 

 今後は国の補助による放射性濃度測定機器の導入などにより，市民の皆様の安全，安心の確保

並びに農業生産者等の支援により一層努めてまいります。 

 風評被害への対応としましては，損害を受けた出荷，販売農家を対象とする説明会を実施し，

あわせて相談窓口を開設いたしまして損害賠償請求等の取りまとめを行うとともに，町の元気を

取り戻すため，市民の皆様と一緒に「がんばっぺ！茨城」「がんばっぺ！常陸太田」プロジェクト

を展開しているところでございます。 

 東京都中野区のアンテナショップや中央区築地では，詰めかけた大勢の来場者に本市の安全，

安心な農産物を大いにＰＲをしてきたところでございます。引き続きさまざまな手段により，風

評被害拡大防止に取り組んでまいります。 

 また，夏の電力の大幅な供給不足が想定されますことから，市では冷房の調整やクールビズの

強化，照明の消灯などにより，公共施設の最大電力使用量を２０％削減するための全庁的な取り

組みを進めているところでございます。市民の皆様にも国の節電目標であります１５％の削減を

目指し，ご家庭や職場での節電方法等の周知を図りながら市民全員に協力を呼びかけてまいりた

いと考えております。 

 次に，被災者への迅速な経済的支援等を図るために，３月市議会定例会と４月１４日の全員協

議会におきまして，あらかじめご了承をいただいております専決処分についてご報告させていた

だきます。 

 条例の制定につきましては，東日本大震災被害対策支援金等支給条例，東日本大震災にかかわ

る災害被害者に対する市税の減免等の特例に関する条例，災害弔慰金の支給等に関する条例の一

部を改正する条例を専決処分させていただきました。 

 補正予算につきましては，平成２２年度一般会計・特別会計・公営企業会計に，３月２８日に

専決により合計３億7,５２６万2,０００円を追加し，平成２３年度一般会計，特別会計につきま

しては，４月１日と４月１５日，専決により合計２８億3,５４２万3,０００円を追加いたしまし

た。また，本定例会には平成２３年度一般会計，特別会計，公営企業会計に総額２２億5,３４２

万7,０００円を追加する補正予算を提案させていただきます。今回の平成２２年度並びに２３年

度の専決処分を含めますと，合計で５４億6,４１１万2,０００円の追加となります。 

 今定例会に提案させていただきます案件でございますが，専決処分の承認を求めることについ

て１７件，予算の繰越明許費に関する報告４件，予算の事故繰り越しに関する報告３件，条例の

一部改正１件，平成２３年度の各会計補正予算６件，合わせまして３１件でございます。 

 なお，今会期中に人事案件２件を追加提案する予定でございます。ご了承をいただきたいと存

じます。 
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 各議案の提案理由につきましては，議題となりましたときに，副市長及び担当部長よりそれぞ

れご説明申し上げます。各議案とも慎重にご審議をいただきまして，原案のとおり承認，可決，

ご同意を賜りますようお願いを申し上げまして招集のあいさつといたします。よろしくお願いい

たします。 

            ─────────────────── 

○議長（茅根猛君） 本日の議事日程は，お手元に配付いたしました議事日程表のとおりといた

します。 

            ─────────────────── 

 日程第１ 会期の決定 

○議長（茅根猛君） 日程第１，会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。今期定例会の会期は，お手元に配付いたしました会期予定表のとおり，本

日から６月２２日まで１３日間といたしたいと思いますが，これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（茅根猛君） ご異議なしと認めます。 

 よって，会期は本日から６月２２日まで，１３日間と決定いたしました。 

            ─────────────────── 

 日程第２ 報告第１号ないし報告第２４号 

○議長（茅根猛君） 次，日程第２，報告第１号専決処分の承認を求めることについて（常陸太

田市国民健康保険条例の一部を改正する条例），報告第２号専決処分の承認を求めることについて

（常陸太田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例），報告第３号専決処分の承認を求めるこ

とについて（常陸太田市東日本大震災被害対策支援金等支給条例），報告第４号専決処分の承認を

求めることについて（平成２３年東日本大震災に係る災害被害者に対する市税の減免等の特例に

関する条例），報告第５号専決処分の承認を求めることについて（常陸太田市市税条例の一部を改

正する条例），報告第６号専決処分の承認を求めることについて（常陸太田市災害弔慰金の支給等

に関する条例の一部を改正する条例），報告第７号専決処分の承認を求めることについて（平成２

２年度常陸太田市一般会計補正予算（第５号）），報告第８号専決処分の承認を求めることについ

て（平成２２年度常陸太田市下水道事業特別会計補正予算（第４号）），報告第９号専決処分の承

認を求めることについて（平成２２年度常陸太田市農業集落排水事業特別会計補正予算（第４号）），

報告第１０号専決処分の承認を求めることについて（平成２２年度常陸太田市戸別合併処理浄化

槽設置整備事業特別会計補正予算（第４号）），報告第１１号専決処分の承認を求めることについ

て（平成２２年度常陸太田市簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）），報告第１２号専決処分

の承認を求めることについて（平成２２年度常陸太田市水道事業会計補正予算（第４号）），報告

第１３号専決処分の承認を求めることについて（平成２３年度常陸太田市一般会計補正予算（第

１号）），報告第１４号専決処分の承認を求めることについて（平成２３年度常陸太田市下水道事

業特別会計補正予算（第１号）），報告第１５号専決処分の承認を求めることについて（平成２３

年度常陸太田市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）），報告第１６号専決処分の承認を
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求めることについて（平成２３年度常陸太田市戸別合併処理浄化槽設置整備事業特別会計補正予

算（第１号）），報告第１７号専決処分の承認を求めることについて（平成２３年度常陸太田市一

般会計補正予算（第２号）），報告第１８号平成２２年度常陸太田市一般会計予算繰越明許費繰越

計算書について，報告１９号平成２２年度常陸太田市下水道事業特別会計予算繰越明許費繰越計

算書について，報告第２０号平成２２年度常陸太田市簡易水道事業特別会計予算繰越明許費繰越

計算書について，報告第２１号平成２２年度常陸太田市一般会計予算事故繰越し繰越計算書につ

いて，報告第２２号平成２２年度常陸太田市下水道事業特別会計予算事故繰越し繰越計算書につ

いて，報告第２３号平成２２年度常陸太田市簡易水道事業特別会計予算事故繰越し繰越計算書に

ついて，報告第２４号平成２２年度常陸太田市水道事業会計予算繰越しについて，以上２４件を

一括議題といたします。 

 報告案件の説明を求めます。副市長。 

〔副市長 梅原勤君登壇〕 

○副市長（梅原勤君） それでは説明をさせていただきます。 

 議案書の１ページをお開きいただきます。報告第１号専決処分の承認を求めることについて，

地方自治法第１７９条第１項の規定により，別紙のとおり専決処分をしたので，同条第３項の規

定によりこれを報告し，承認を求める。平成２３年６月１０日報告，市長名。 

 次のページに写しがございます。健康保険法施行令等の一部を改正する政令が平成２３年３月

３０日に公布され，同日から施行されたことに伴い，平成２３年４月１日から下記の条例を施行

する必要があるため，議会を招集する時間的余裕がないと認めるので，地方自治法第１７９条第

１項の規定により，下記の条例を次のとおり専決処分する。記，常陸太田市国民健康保険条例の

一部を改正する条例。平成２３年３月３１日，市長名。 

 今回の改正内容につきましては，現在，平成２３年３月３１日までの特例措置といたしまして，

４万円引き上げの３９万円としている出産育児一時金につきまして，経過措置終了後の平成２３

年４月１日以降においてもこれを恒久化して３９万円とするものでございます。なお，産科医療

補償制度に加入する医療機関で分娩した場合の３万円を上限にした加算につきましては，現行ど

おりとするものでございます。 

 ４ページに新旧対照表がございます。第７条の１項が出産育児一時金の額３５万円を３９万円

に改めるものでございます。この改正が行われたことにより，下段の附則の第４項にありました

これまでの経過措置を削るものでございます。 

 戻りまして３ページ，もう一度見ていただきたいと思いますが，附則でございますけれども，

第１条でこの条例の施行日を平成２３年４月１日からとし，附則第２条では経過措置に関する規

定をしているところでございます。 

 続きまして，５ページをお開きいただきます。報告第２号専決処分の承認を求めることについ

て，地方自治法第１７９条第１項の規定により，別紙のとおり専決処分をしたので同条第３項の

規定によりこれを報告し，承認を求める。平成２３年６月１０日報告，市長名。 

 次のページに写しがございます。地方税法施行令の一部を改正する政令が平成２３年３月３０
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日に公布されたことに伴い，平成２３年４月１日から下記の条例を施行する必要があるため，議

会を招集する時間的余裕がないと認めるので，地方自治法第１７９条第１項の規定により，下記

の条例を次のとおり専決処分する。記，常陸太田市市国民健康保険税条例の一部を改正する条例。

平成２３年３月３１日，市長名。 

 今回の改正内容ですが，国民健康保険税の課税限度額の引き上げの改定でございます。具体的

な内容につきましては，新旧対照表でご説明をさせていただきます。 

 ８ページでございます。第２条，課税額でございますが，第２項におきまして，基礎課税分の

課税限度額を５０万円から５１万円に引き上げ，３項におきまして後期高齢者支援金等課税分の

課税限度額を１３万円から１４万円に引き上げ，さらに第４項におきまして，介護納付金課税分

の課税限度額を１０万円から１２万円に引き上げるというものでございます。 

 戻りまして７ページの附則でございますが，この条例は平成２３年４月１日から施行する。附

則の第２条では，改正後の常陸太田市国民健康保険条例の規定は，平成２３年度以降の年度分の

国民健康保険税につきまして適用することを規定してございます。 

 ９ページをお開きいただきます。報告第３号専決処分の承認を求めることについて，地方自治

法第１７９条第１項の規定により，別紙のとおり専決処分をしたので，同条第３項の規定により

これを報告し，承認を求める。平成２３年６月１０日報告，市長名。 

 １０ページが専決処分書の写しでございます。平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災

における被災者への迅速な支援を図る必要があるため，議会を招集する時間的余裕がないと認め

るので，地方自治法第１７９条第１項の規定により，常陸太田市東日本大震災被害対策支援金等

支給条例を専決処分する。平成２３年４月１５日，市長名。 

 １１ページをお開きいただきたいと思います。この条例につきましては，第１条で規定しまし

た東日本大震災において被害を受けた住家等の修繕に係る費用に対しまして支援金及び見舞金を

支給することにより，災害復旧のための市民生活を支援することを目的として，期限を設けて制

定する特例条例でございます。 

 第２条につきましては，支給対象者でございますが，震災時において本市に住所を有し，その

方が所有し居住する住家，または同一敷地内の物置等に被害があり，その修繕などを行った方が

対象となるものでございます。 

 第３条第１項につきましては，修繕費用が２０万円以上を対象とする支援金の額を規定するも

のでございます。住家につきましては，修繕に要した費用の３分の１，上限２０万円でございま

す。物置など住家以外の建物につきましては，費用額の３分の１，上限１０万円でございます。

第２項におきましては，修繕費用が２０万円未満の場合の見舞金について規定をするものでござ

います。住家につきましては３万円。次ページをお開きいただきます。住家以外の建物につきま

しては２万円とするものでございます。第３項におきましては，一世帯につき住家，それから住

家以外，それぞれ１棟を限度とするものでございます。 

 第４条，支給の制限でございますが，①としまして，損壊が故意によるときとしまして，国の

支援制度である被災者生活再建支援金の支給該当となるとき。③といたしまして，専門業者の施
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工によらず自分で修繕したときなどが支給の対象外となるものでございます。 

 第５条は，支援金等の返還に関する規定でございます。 

 第６条は，適用除外でございますが，従来から制定しております常陸太田市災害見舞金等支給

条例につきましては，今回の特例条例の対象となった場合には適用しないこととするものでござ

います。 

 第７条は委任に関する規定でございます。 

 附則でございますが，施行日は公布の日，平成２３年４月１５日でございます。この条例の期

限につきましては，平成２５年３月３１日。なお，支援金等の申請期限につきましては，平成２

４年３月３１日としております。 

 参考といたしまして，１３ページから１９ページまでは施行規則を付してございます。 

 続きまして，議案書２０ページをお開きいただきます。報告第４号専決処分の承認を求めるこ

とについて，地方自治法第１７９条第１項の規定により，別紙のとおり専決処分をしたので，同

条第３項の規定によりこれを報告し，承認を求めるものでございます。平成２３年６月１０日報

告，市長名。 

 ２１ページに専決処分書の写しでございます。災害被害者に対し市税の減免措置を講ずるに当

たり，平成２３年４月１８日から下記の条例を施行する必要があるため，議会を招集する時間的

余裕がないと認めるので，地方自治法第１７９条第１項の規定により，下記の条例を次のとおり

専決処分する。記，平成２３年東日本大震災に係る災害被害者に対する市税の減免等の特例に関

する条例。平成２３年４月１８日，市長名でございます。 

 ２２ページをお開きいただきます。初めに第１条，平成２３年３月１１日に発生した東日本大

震災による被害者に対しまして，平成２３年度に課する当該年度分の市税等につきまして減免の

特例を規定するものでございます。 

 第２条，個人市民税の減免につきましては，第１項で震災により個人市民税の納税義務者が死

亡した場合全額，それから生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった場合１０分の

１０，障害者となった場合１０分の９を減免する規定でございます。第２項は個人市民税の納税

義務者のうち，震災の被災者または生計を一にする配偶者，または扶養親族が所有し，かつ居住

する住宅が震災で半壊以上の損害を受け，前年中の合計所得金額が1,０００万円以下である者に

対する減免規定でございます。減免の割合は，合計所得金額及び損害の程度により１０分の１０

から８分の１を減免するものでございます。 

 ２３ページをお開きいただきます。第３条，固定資産税の減免につきましては，第１項で震災

により損害を受けた土地に対しまして，平成２３年度に課す固定資産税を減免するものでござい

ます。減免の割合につきましては，損害の程度により１０分の１０から１０分の４を減免するも

のでございます。第２項につきましては，震災により損害を受けた家屋に対しまして，平成２３

年度に課す固定資産税を減免するものでございます。減免割合でございますが，損害の程度によ

り１０分の１０から１０分の４を減免するものでございます。 

 ２４ページをお開きいただきます。第３項でございますが，固定資産税の納税義務者で震災に
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より損害を受けた償却資産に対しまして，平成２３年度に課す固定資産税の減免規定でございま

す。減免の割合は損害の程度により１０分の１０から１０分の４を減免するものでございます。 

 第４条は，都市計画税でございますが，この減免につきましては，固定資産税の減免の規定の

例により減免するものであります。 

 第５条，減免の申請につきましては，第１項で減免を受けようとするものは申請書を提出する

こととなっております。第２項では，申請を待たないで職権により減免をすることができること

を規定してございます。これにより，罹災証明を発行している家屋につきましては，申請を待た

ずして減免をいたします。 

 ２５ページをお開きいただきます。第６条は，減免の決定に関する規定，第７条は，減免の取

り消しに関する規定でございます。第８条は，納期の変更につきまして，固定資産税の納期につ

いて平成２３年度に限り，市税条例第４６条第１項中の「４月２１日から同月３０日限り」とあ

るものを「５月２１日から同月３１日限り」と読みかえをする規定でございます。第９条は委任

規定でございます。 

 附則でございますが，この条例は，公布の日から施行し，平成２３年度分の個人市民税，固定

資産税及び都市計画税に適用するものでございます。 

 ２６ページから３２ページにかけまして，参考として条例の施行規則を掲載してございます。 

 続きまして，３３ページをお開きいただきます。報告第５号専決処分の承認を求めることにつ

いて，地方自治法第１７９条第１項の規定により，別紙のとおり専決処分をしたので，同条第３

項の規定によりこれを報告し，承認を求めるものでございます。平成２３年６月１０日報告，市

長名。 

 ３４ページ，専決処分書でございますが，地方税法等の改正に伴い，平成２３年４月２７日か

ら下記の条例を施行する必要があるため，議会を招集する時間的余裕がないと認めるので，地方

自治法第１７９条第１項の規定により，下記の条例を次のとおり専決処分する。記，常陸太田市

市税条例の一部を改正する条例。平成２３年４月２７日，市長名でございます。 

 今回の改正は，地方税法の一部改正により，附則に３条を加えるものでございまして，内容に

つきましては，３５ページをお開きいただきまして，これで説明をさせていただきます。 

 附則の第１９条，東日本大震災に係る雑損控除額等の特例につきましては，東日本大震災によ

り住宅や家財等について生じた損失につきまして，平成２２年度分の総所得金額等から雑損控除

として納税義務者の選択により，控除できる特例が創設されたことに伴う条文の追加でございま

す。施行期日は平成２３年４月２７日でございます。 

 ３６ページをお開きいただきます。附則の第２０条，東日本大震災に係る住宅借入金等特別税

額控除の適用期限の特例につきましては，いわゆる住宅ローン控除の適用を受けていた住宅が，

東日本大震災により住居の用に供することができなくなった場合においても控除対象機関の残り

の期間につきまして，引き続き住宅借入金等特別税額控除を適用することができる特例が創設さ

れたことに伴う条文を追加するものでございます。施行期日は平成２４年１月１日でございます。 

 附則の第２１条につきましては，東日本大震災に係る固定資産税の特例の適用を受けるものが，
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すべき申告等につきまして，東日本大震災により滅失または損失した家屋の敷地の用に供されて

いた土地で，平成２３年度分の固定資産税につきまして，住宅用地に係る課税標準の特例措置の

適用を受けた者のうち，家屋または構築物の敷地の用に供されなくなった土地につきまして，平

成２４年度から平成３３年度までの各年度に係る賦課期日におきまして，住宅用地として使用す

ることができないと市長が認める場合に限り，当該土地を住宅用地とみなして課税標準の特例措

置等の地方税法の規定を適用することとしたことに伴うものでございます。その適用を受けるた

めに申告すべき内容を規定する条文の追加でございまして，施行期日は平成２３年４月２７日で

ございます。 

 続きまして，４４ページをお開きいただきます。報告第６号専決処分の承認を求めることにつ

いて，地方自治法第１７９条第１項の規定により，別紙のとおり専決処分をしたので，同条第３

項の規定によりこれを報告し，承認を求める。平成２３年６月１０日報告，市長名。 

 次のページ，４５ページが専決処分書の写しでございます。東日本大震災に対処するための特

別の財政援助及び助成に関する法律等の施行により，災害援助資金貸し付けの特例措置が講じら

れたことに伴い，被災者への迅速な支援を図る必要があるため，議会を招集する時間的余裕がな

いと認めるので，地方自治法第１７９条第１項の規定により，常陸太田市災害弔慰金の支給等に

関する条例の一部を改正する条例を専決処分するものでございます。平成２３年５月２日，市長

名。 

 ４６ページに条例がございます。条例につきましては，災害により被災された方への資金貸し

付けに関しまして特例措置を講じるため，法律が制定されたことに伴う改正でございまして，附

則に経過措置として２項を加えるものでございます。 

 主な内容につきましては，貸し付けの償還期間を１０年から１３年，据え置き期間を３年から

６年に延長すること，利率につきましては年３％を年1.５％，さらに保証人を立てる場合は無利

子とすること。また，償還免除に関する規定において，免除要件として償還能力について緩和さ

れるものでございます。施行期日につきましては，公布の日，平成２３年５月２日からとなって

ございます。 

 続きまして，４８ページをお開きいただきます。報告第７号専決処分の承認を求めることにつ

いて，地方自治法第１７９条第１項の規定により，別紙のとおり専決処分をしたので，同条第３

項の規定によりこれを報告し，承認を求める。平成２３年６月１０日報告，市長名。 

 ４９ページが専決処分書の写しでございます。東北地方太平洋沖地震による復興経費及び特別

交付税の確定並びに市債の変更等に係る予算措置について，議会を招集する時間的余裕がないと

認めるので，地方自治法第１７９条第１項の規定により，下記の予算を次のとおり専決処分する。

記，平成２２年度常陸太田市一般会計補正予算（第５号）。平成２３年３月２８日専決，市長名で

ございます。 

 ５１ページをお開きいただきます。平成２２年度常陸太田市一般会計補正予算（第５号）は，

次に定めるところによる。第１条，歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３億1,１７５万２０

００円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２４９億8,５３７万9,０００円とする。
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第２条，地方債の変更は，第２表地方債補正による。平成２３年３月２８日専決，市長名でござ

います。 

 事項別明細により説明をさせていただきます。５８ページをお開きいただきます。 

 歳入でございます。 

 ２款地方譲与税から５９ページの１１款交通安全対策特別交付金までの補正は，それぞれの３

月期の交付額の確定によるものでございます。 

 １４款の国庫支出金の補正２８４万8,０００円につきましては，複合型交流施設の調査に係る

交付額が決定したことによるものでございます。 

 １７款寄附金の補正でございますが，ふるさと常陸太田寄附金１件，震災義援金３０件，社会

福祉事業等寄附金１件分を計上いたしました。 

 第２１款市債の補正につきましては，対象事業費の確定に伴い，それぞれの市債を変更するも

のでございます。 

 ６０ページをお開きいただきます。 

 歳出でございますが，２款の総務費と３款民生費の１項１目の補正につきましては，次年度以

降の財源として財政調整基金に１億6,３４２万2,０００円を積み立てるほか，寄附金や基金の利

子をそれぞれの基金に積み立てるものでございます。 

 ３款４項１目災害救助費でございますが，消防緊急援助隊の福島派遣経費，避難所に要する経

費，ボランティア活動保険料，震災ごみの処理に要する経費などを予算化いたしました。 

 ６１ページの衛生費，それから農林水産業費，土木費の補正につきましては，災害復旧事業の

財源として，それぞれの特別会計に繰り出すものでございます。 

 ８款１項５目の災害対策費でございますが，災害対策に伴う職員の人件費，消防団員費用弁償，

公用車の燃料費など5,５１６万円を計上してございます。 

 ６２ページをお開き願います。１０款は災害復旧費でございます。２項の公共土木施設災害復

旧費としまして，道路橋りょう施設災害復旧費1,１２８万円，街路や緑地など都市計画施設の災

害復旧費３００万円，公営住宅の復旧費１６６万円を計上いたしました。３項の厚生施設災害復

旧費につきましては，焼却炉の応急修繕として４２万円を補正しております。４項の文教施設災

害復旧費でございますが，学校施設の復旧経費としまして1,８００万円，調理場の修繕費といた

しまして３６万8,０００円を補正するものでございます。５項のその他の公共施設，公用施設災

害復旧費につきましては，庁舎の応急修繕費といたしまして７８万8,０００円，市営駐車場の応

急修繕といたしまして４０万円を計上いたしました。 

 ５５ページに戻りますけれども，第２表地方債の補正でございます。先ほど申し上げましたよ

うに，対象事業費の確定に伴い市債を変更するものでございまして，限度額合計２５億3,１００

万円を２４億3,４５０万円とするものでございます。 

 続きまして，６６ページに移らせていただきます。報告第８号専決処分の承認を求めることに

ついて，地方自治法第１７９条第１項の規定により，別紙のとおり専決処分をしたので，同条第

３項の規定によりこれを報告し，承認を求める。平成２３年６月１０日報告，市長名。 
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 ６７ページに専決処分書の写しでございます。東北地方太平洋沖地震による災害復旧に係る予

算措置について，議会を招集する時間的余裕がないと認めるので，地方自治法第１７９条第１項

の規定により，下記の予算を次のとおり専決処分する。平成２２年度常陸太田市下水道事業特別

会計補正予算（第４号）。平成２３年３月２８日専決，市長名。 

 ６９ページをお開きいただきます。平成２２年度常陸太田市下水道事業特別会計補正予算（第

４号）は，次に定めるところによる。第１条，歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,６２６

万8,０００円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６億3,２２３万5,０００円と

する。平成２３年３月２８日専決，市長名。 

 ７４ページをお開きいただきたいと思います。事項別明細書の歳入でございますが，一般会計

繰入金2,６２６万8,０００円の増額は，東北地方太平洋沖地震による下水道施設災害復旧に伴う

ものでございます。 

 ７５ページの歳出でございますが，４款災害復旧費１項１目下水道施設災害復旧費2,６２６万

8,０００円すべて災害復旧工事に伴うものでございます。 

 続きまして７６ページ，報告第９号でございます。専決処分の承認を求めることについて，地

方自治法第１７９条第１項の規定により，別紙のとおり専決処分をしたので，同条第３項の規定

によりこれを報告し，承認を求める。平成２３年６月１０日報告，市長名。 

 ７７ページに専決処分書の写しでございます。東北地方太平洋沖地震による災害復旧に係る予

算措置について，議会を招集する時間的余裕がないと認めるので，地方自治法第１７９条第１項

の規定により，下記の予算を次のとおり専決処分する。記，平成２２年度常陸太田市農業集落排

水事業特別会計補正予算（第４号）。平成２３年３月２８日専決，市長名。 

 ７９ページをお開きいただきます。平成２２年度常陸太田市農業集落排水事業特別会計補正予

算（第４号）は，次に定めるところによる。第１条，歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,

７６４万3,０００円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７億8,３４１万5,０００

とする。平成２３年３月２８日専決，市長名。 

 ８４ページをお開きいただきます。事項別明細書歳入でございます。一般会計繰入金1,７６４

万3,０００円の増額は，東北地方太平洋沖地震による農業集落排水施設災害復旧に伴うものでご

ざいます。 

 次の８５ページ，歳出でございますが，４款１項１目の1,７６４万3,０００円はすべて災害復

旧工事に伴うものでございます。 

 続きまして，８６ページをお開き願います。報告第１０号専決処分の承認を求めることについ

て，地方自治法第１７９条第１項の規定により，別紙のとおり専決処分をしたので，同条第３項

の規定によりこれを報告し，承認を求める。平成２３年６月１０日報告，市長名。 

 ８７ページ，専決処分書の写しでございます。東北地方太平洋沖地震による災害復旧に係る予

算措置について，議会を招集する時間的余裕がないと認めるので，地方自治法第１７９条第１項

の規定により，下記の予算を次のとおり専決処分する。記，平成２２年度常陸太田市戸別合併処

理浄化槽設置整備事業特別会計補正予算（第４号）。平成２３年３月２８日，市長名。 
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 ８９ページをお開きいただきます。平成２２年度常陸太田市戸別合併処理浄化槽設置整備事業

特別会計補正予算（第４号）は，次に定めるところによる。第１条，歳入歳出予算の総額に歳入

歳出それぞれ３８０万円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億９２７万5,００

０円とする。平成２３年３月２８日専決，市長名。 

 次の９４ページをお開きいただきます。事項別明細書歳入でございます。一般会計繰入金３８

０万円の増額は，東北地方太平洋沖地震による戸別合併処理浄化槽施設の災害復旧に伴うもので

ございます。 

 次の９５ページ，歳出でございますが，３８０万円すべて災害復旧工事に伴うものでございま

す。 

 続きまして９６ページ，報告第１１号専決処分の承認を求めることについて，地方自治法第１

７９条第１項の規定により，別紙のとおり専決処分をしたので，同条第３項の規定によりこれを

報告し，承認を求める。平成２３年６月１０日報告，市長名。 

 ９７ページ，次のページでございます。専決処分書の写しでございます。東北地方太平洋沖地

震による災害復旧に係る予算措置につきまして，議会を招集する時間的余裕がないと認めるので，

地方自治法第１７９条第１項の規定により，下記の予算を次のとおり専決処分する。記，平成２

２年度常陸太田市簡易水道事業特別会計補正予算（第４号），平成２３年３月２８日，市長名。 

 ９９ページをお開きいただきます。平成２２年度常陸太田市の簡易水道事業特別会計補正予算

（第４号）は，次に定めるところによる。第１条，歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４０

９万9,０００円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億1,５７１万3,０００円と

する。平成２３年３月２８日提出，市長名。 

 １０４ページをお開きいただきます。事項別明細書歳入でございます。 

 ３款一般会計繰入金４０９万9,０００円は，東北地方太平洋沖地震による簡易水道施設災害復

旧費に充当するものでございます。 

 １０５ページの歳出でございますが，すべて簡易水道施設修繕，それから修繕に係る災害復旧

費でございます。 

 １０６ページをお開きいただきます。報告第１２号専決処分の承認を求めることについて，地

方自治法第１７９条第１項の規定により，別紙のとおり専決処分をしたので，同条第３項の規定

によりこれを報告し，承認を求める。平成２３年６月１０日報告，市長名。 

 次の１０７ページ，専決処分書の写しでございます。東北地方太平洋沖地震による災害復旧に

係る予算措置について，議会を招集する時間的余裕がないと認めるので，地方自治法第１７９条

第１項の規定により，下記の予算を次のとおり専決処分する。記，平成２３年度常陸太田市水道

事業会計補正予算（第４号）。平成２３年３月２８日，市長名。 

 １０９ページをお開きいただきます。第１条は総則でございます。第２条は予算，第３条に定

めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 １款水道事業費用を1,１７０万円増額し，１１億5,８８２万円とするものでございます。第３

条で，予算第４条本文括弧書き中，資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額４億8,７００
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万3,０００円を５億３４５万3,０００円，過年度分の損益勘定留保資金４億5,２７９万円を４億

6,９２４万円に改め，資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 第１款資本的収入を1,６４５万円減額し，５億５６万円とするものでございます。第４条は企

業債の補正でございます。水源及び送配水施設建設事業２億4,３８５万円を２億2,７４０万円に

改めるものでございます。 

 １１０ページに参りまして，第５条は，予算第１０条で定めました棚卸資金購入限度額1,５３

７万円を1,７０７万円に改めるものでございます。平成２３年３月２８日専決，市長名。 

 １１６ページをお開きいただきます。予算の明細書ですけれども，収益的収入及び支出で１款

１項２目の１９節及び２４節につきましては，東北地方太平洋沖地震による給水管等の応急復旧

のための修繕費と材料費でございます。 

 次に，資本的収入及び支出の収入でございますけれども，１款１項１目の企業債の減額は，起

債対象事業費の確定によるものでございます。 

 続きまして，１１７ページをお開きいただきます。報告第１３号専決処分の承認を求めること

について，地方自治法第１７９条第１項の規定により，別紙のとおり専決処分をしたので，同条

第３項の規定によりこれを報告し，承認を求める。平成２３年６月１０日報告，市長名。 

 １１８ページですが，専決処分書の写しでございます。東日本大震災の復興に係る予算措置に

ついて，議会を招集する時間的余裕がないと認めるので，地方自治法第１７９条第１項の規定に

より，下記の予算を次のとおり専決処分する。記，平成２３年度常陸太田市一般会計補正予算（第

１号）。平成２３年４月１日，市長名。 

 １２０ページをお開きいただきます。平成２３年度常陸太田市一般会計補正予算（第１号）は，

次に定めるところによる。第１条，歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２５億2,７１１万4,

０００円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２５６億3,１１１万4,０００円とす

る。第２条，地方債の追加は第２表地方債補正による。平成２３年４月１日専決，市長名でござ

います。 

 １２６ページをお開きいただきます。事項別明細でございます。 

 歳入，１４款国庫支出金でございますが，道路橋りょう，公営住宅，廃棄物処理施設，公立学

校の災害復旧費といたしまして，災害復旧費国庫補助金を６億9,０８６万3,０００円を見込んで

おります。 

 １５款２項の県補助金につきましては，２目の民生費県補助金として災害弔慰金等補助金１８

７万5,０００円，１４目の災害復旧費県補助金として農業用施設災害復旧事業費補助金2,５３５

万円を計上しております。 

 １８款の繰入金でございますが，財政調整基金からの繰り入れ１３億8,９３２万6,０００円を

計上いたしました。 

 ２１款１項市債でございますが，６目民生債といたしまして災害援助資金貸付事業債4,７００

万円，７目の災害復旧事業債には，災害復旧費国庫補助事業の財源といたしまして３億7,２７０

万円を見込んでおります。 
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 １２７ページをお開きいただきます。歳出でございます。 

 ３款４項１目災害救助費でございます。消防の緊急援助隊福島派遣経費といたしまして，手数

料費１３２万円などを計上しております。１１節の需用費３９３万4,０００円につきましては，

主に避難所に要するものでございます。震災ごみの処理経費について，１２節ごみ処理手数料に

３億円，１３節震災ごみ受け付け業務委託料３０５万6,０００円，運搬業務委託料１億円，１４

節ごみステーションに係る作業機械等借り上げ料６２４万円，１６節資材費１００万円などを予

算化いたしました。 

 １３節委託料のうち，児童送迎業務委託料１０９万8,０００円につきましては，棚谷町のがけ

崩れにより通学に支障を来している山田小学校児童に対しまして，タクシーによる送迎業務を委

託するものでございます。その下，通学バス運行業務委託料６８４万円につきましては，河内小

学校に通学している佐都小学校児童に対してのバスによる送迎を委託するものでございます。 

 また，震災により家屋の全壊や解体を行った被災者に対しまして，１４節で民間住宅借り上げ

料4,１０５万円，それから，１２８ページの２１節でございますが，先ほどご説明いたしました

報告第６号の常陸太田市災害弔慰金等の支給に関する条例の一部を改正する条例に基づきまして，

災害援助資金貸付金4,７００万円を計上しております。 

 １９節にお戻りいただきまして，原発事故による風評被害に対して借り入れ等を行う農業者等

に対する利子補給や農産物の安全性のＰＲ活動を支援するための補助金１２４万6,０００円を計

上いたしております。 

 また，２０節扶助費には，けが人に対する災害見舞金１０万円，死亡者に対する災害弔慰金２

５０万円を計上いたしました。 

 １２８ページでございますが，衛生費，農林水産業費，土木費につきましては，災害復旧事業

の財源としてそれぞれの特別会計に繰り出すものでございます。 

 ８款１項５目災害対策費でございます。災害対策や罹災証明の発行に伴う職員の人件費，公用

車の燃料費，戸別受信機の修繕料や購入費などを予算化いたしました。 

 １２９ページをお開きいただきます。１０款災害復旧費でございます。１項の農林水産業施設

災害復旧費でございますが，ため池やポンプ機場，農林道などの復旧費といたしまして１億2,４

７１万6,０００円，２項の公共土木施設災害復旧費といたしまして，１目の道路橋りょう災害復

旧費は３億8,９００万円，２目の都市計画施設災害復旧費は1,０５０万円，３目公営住宅施設災

害復旧費は2,２９５万円を計上してございます。 

 １３０ページでございます。３項の厚生施設災害復旧費の１目民生施設災害復旧費でございま

すが，保育所や総合福祉会館など，福祉施設の復旧費といたしまして1,１３１万4,０００円を計

上しております。２目の衛生施設災害復旧費１億5,５４１万4,０００円につきましては，清掃セ

ンターやクリーンセンター，保健センター，斎場，霊園などの経費を計上してございます。４項

の文教施設災害復旧費でございますが，１目の公立学校施設災害復旧費としまして９億8,２８５

万2,０００円，２目の社会教育施設災害復旧費には，図書館，公民館，市民交流センター，生涯

学習センター，里美文化センターなど社会教育施設災害復旧費といたしまして3,５１８万6,００
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０円，３目の保健体育施設災害復旧費には，山吹運動公園，それから温水プール，水府海洋セン

ターなどの復旧費といたしまして5,３１７万3,０００円を予算化しております。 

 １３１ページでございますが，５項その他の公共施設・公用施設災害復旧費でございますが，

１目の庁舎等施設災害復旧費には，本庁舎や支所庁舎普通財産の復旧費として3,４９１万9,００

０円，２目の消防施設災害復旧費でございますが，プラトーさとみやぬく森の湯，粟原釣り場な

どの観光施設や市営駐車場の復旧費といたしまして8,９１０万7,０００円を予算化しております。 

 １２３ページにお戻りいただきます。第２表の地方債の補正でございます。災害援助資金貸付

事業費として4,７００万円，現年発生補助災害復旧事業の財源として３億7,２７０万円を追加す

るものでございます。起債の方法，利率，償還の方法等につきましてはごらんいただきたいと思

います。 

 続きまして，１３４ページに移ります。報告第１４号専決処分の承認を求めることについて，

地方自治法第１７９条第１項の規定により，別紙のとおり専決処分をしたので，同条第３項の規

定によりこれを報告し，承認を求める。平成２３年６月１０日報告，市長名。 

 １３５ページ，次のページですが専決処分書の写しでございます。東日本大震災の復旧に係る

予算措置について，議会を招集する時間的余裕がないと認めるので，地方自治法第１７９条第１

項の規定により，下記の予算を次のとおり専決処分する。記，平成２３年度常陸太田市下水道事

業特別会計補正予算（第１号）。平成２３年４月１日，市長名。 

 １３７ページをお開きいただきます。平成２３年度常陸太田市下水道事業特別会計補正予算（第

１号）は，次に定めるところによる。第１条，歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,８０４

万円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１５億7,０９８万7,０００円とする。第

２条，地方債の追加は，第２表地方債補正による。平成２３年４月１日専決，市長名。 

 １４０ページをお開きいただきます。地方債補正でございます。現年発生補助災害復旧事業費

の増により，起債の限度額1,３４０万円を追加するものでございます。 

 １４３ページをお開きいただきます。事項別明細歳入でございます。 

 ３款の国庫支出金1,３４７万円，６款の繰入金5,１１７万円，９款の市債1,３４０万円につき

ましては，それぞれ災害復旧費に伴うものでございます。 

 次の１４４ページは歳出でございます。４款災害復旧費１項１目下水道施設災害復旧費7,８０

４万円の増額は，すべて災害復旧工事に伴うものでございます。 

 続きまして，１４７ページをお開きいただきます。報告第１５号専決処分の承認を求めること

について，地方自治法第１７９条第１項の規定により，別紙のとおり専決処分をしたので，同条

第３項の規定によりこれを報告し，承認を求める。平成２３年６月１０日報告，市長名。 

 １４８ページ，専決処分書の写しでございます。東日本大震災の復旧に係る予算措置について，

議会を招集する時間的余裕がないと認めるので，地方自治法第１７９条第１項の規定により，下

記の予算を次のとおり専決処分する。記，平成２３年度常陸太田市農業集落排水事業特別会計補

正予算（第１号）。平成２３年４月１日，市長名。 

 １５０ページをお開きいただきます。平成２３年度常陸太田市農業集落排水事業特別会計補正
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予算（第１号）は，次に定めるところによる。第１条，歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

2,８９８万円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億５５９万円4,０００円とす

る。第２条，地方自治法第２３０条第１項の規定により，起こすことのできる地方債の起債の目

的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は第２表地方債による。平成２３年４月１日，市

長名。 

 １５３ページをお開きいただきます。地方債でございます。現年発生補助災害復旧事業費の１

５０万円を記載の限度額とするものでございます。記載の方法，利率及び償還の方法につきまし

ては，表記のとおりでございます。 

 １５６ページをお開きいただきます。事項別明細歳入でございます。 

 ３款の県支出金１５６万円，６款の繰入金2,５９２万円，９款の市債１５０万円につきまして

は，それぞれ災害復旧費に伴うものでございます。 

 １５７ページをお開きいただきます。歳出でございます。 

 ４款災害復旧費１項１目の農業集落排水施設災害復旧費2,８９８万円の増額は，すべて災害復

旧工事に伴うものでございます。 

 続きまして，１６０ページをお開きいただきます。報告第１６号専決処分の承認を求めること

について，地方自治法第１７９条第１項の規定により，別紙のとおり専決処分をしたので，同条

第３項の規定によりこれを報告し，承認を求める。平成２３年６月１０日報告，市長名。 

 次の１６１ページ，専決処分書の写しでございます。東日本大震災の復旧に係る予算措置につ

いて，議会を招集する時間的余裕がないと認めるので，地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り，下記の予算を次のとおり専決処分する。記，平成２３年度常陸太田市戸別合併処理浄化槽設

置整備事業特別会計補正予算（第１号）。平成２３年４月１日，市長名。 

 １６３ページをお開き願います。平成２３年度常陸太田市戸別合併処理浄化槽設置整備事業特

別会計補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。第１条，歳入歳出予算の総額に歳入歳

出それぞれ１１８万7,０００円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億7,１４１

万3,０００円とする。平成２３年４月１日専決，市長名。 

 １６８ページをお開きいただきます。事項別明細歳入でございます。 

 一般会計繰入金１１８万7,０００円の増額につきましては，東北地方太平洋沖地震による戸別

合併処理浄化槽施設災害復旧に伴うものでございます。 

 次の１６９ページは，歳出でございます。 

 ４款の災害復旧費１項１目戸別合併処理浄化槽施設災害復旧費１１８万7,０００円，すべて災

害復旧工事に伴うものでございます。 

 次に，１７０ページをお開きいただきます。報告第１７号専決処分の承認を求めることについ

て，地方自治法第１７９条第１項の規定により，別紙のとおり専決処分をしたので，同条第３項

の規定によりこれを報告し，承認を求める。平成２３年６月１０日報告，市長名。 

 次の１７１ページは，専決処分書の写しでございます。東日本大震災の復興に係る予算措置に

ついて，議会を招集する時間的余裕がないと認めるので，地方自治法第１７９条第１項の規定に
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より，下記の予算を次のとおり専決処分する。記，平成２３年度常陸太田市一般会計補正予算（第

２号）。平成２３年４月１５日，市長名。 

 １７３ページをお開きいただきます。平成２３年度常陸太田市一般会計補正予算（第２号）は，

次に定めるところによる。第１条，歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億１０万2,０００

円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２５８億3,１２１万6,０００円とする。平

成２３年４月１５日専決，市長名。 

 １７８ページをお開きいただきます。事項別明細歳入でございます。 

 今回の補正予算の財源として，１８款繰入金により財政調整基金繰入金２億１０万2,０００円

を計上いたしました。 

 １７９ページの歳出でございますが，先ほどご説明を申しました報告第３号常陸太田市東日本

大震災被害対策支援金等支給条例の施行に伴い，３款４項１目災害救助費に支援金２億円を予算

化いたしました。また，８款の消防費には，広報，市の号外の新聞，チラシ折り込み手数料１０

万2,０００円を計上してございます。 

 続きまして，１８０ページをお開きいただきます。報告第１８号平成２２年度常陸太田市一般

会計予算繰越明許費繰越計算書について，平成２２年度常陸太田市一般会計予算繰越明許費に係

る歳出予算を繰り越したので，地方自治法施行令第１４６条第２項の規定に基づき，次のとおり

報告する。 

 １８１ページから１８３ページにかけまして繰越計算書がございます。国の補正予算に基づく

地方活性化・きめ細かな臨時交付金，それから，地方活性化・住民生活に光をそそぐ交付金に係

るもの，それから県事業の繰り越しに伴うもの，河川敷内の工事協議や用地補償，電柱等の移設

など不測の日数を要したものなど，合計３０事業についての繰越計算書でございます。平成２３

年６月１０日提出，市長名。 

 続きまして，１８４ページをお開き願います。報告第１９号平成２２年度常陸太田市下水道事

業特別会計予算繰越明許費繰越計算書についてでございます。平成２２年度常陸太田市下水道事

業特別会計予算繰越明許費に係る歳出予算を繰り越したので，地方自治法施行令第１４６条第２

項の規定に基づき，次のとおり報告する。 

 １８５ページをお開き願います。繰越計算書でございますが，茨城県が施工する流域下水道建

設事業を繰り越したことにより，当市にかかる那珂久慈流域下水道建設工事費負担金の４５６万

7,０００円を繰り越すものでございます。平成２３年６月１０日提出，市長名。 

 続きまして，１８６ページをお開きいただきます。報告第２０号平成２２年度常陸太田市簡易

水道事業特別会計予算繰越明許費繰越計算書についてでございます。平成２２年度常陸太田市簡

易水道事業特別会計予算繰越明許費に係る歳出予算を繰り越したので，地方自治法施行令第１４

６条第２項の規定に基づき，次のとおり報告する。 

 １８７ページでございますが，繰越計算書です。 

 １款事業費，３款配水費，事業名が配水管布設替事業でございますが，これにつきましては，

県が施工する上高倉町地内の国道４６１号線改良工事を繰り越したことにより，配水管布設替事



 ２７

業３３５万8,０００円を繰り越したものでございます。平成２３年６月１０日提出，市長名。 

 １８８ページをお開きいただきます。報告第２１号平成２２年度常陸太田市一般会計予算事故

繰越し繰越計算書について，平成２２年度常陸太田市一般会計予算事故繰り越しに係る歳出予算

を繰り越したので，地方自治法施行令第１５０条第３項の規定に基づき，次のとおり報告する。 

 １８９ページに事故繰越し繰越計算書でございます。いずれも東日本大震災により工事を一時

休止したことによるものでございます。表の中ほどの列ですが，翌年度繰越額について申し上げ

ます。 

 ４款１項の水道事業会計支出金4,８９０万円，それから，５款１項の農業基盤整備事業２２８

万9,０００円,７款２項の道路橋りょう費，岸内高性地線道路整備事業４４６万円，牛込橋整備事

業５１９万7,５００円，４項の都市計画費，駅周辺整備事業４億2,０６０万6,５００円，合計４

億8,１４５万3,０００円を翌年度に繰り越すものでございます。平成２３年６月１０日提出，市

長名。 

 １９０ページをお開きいただきます。報告第２２号でございます。平成２２年度常陸太田市下

水道事業特別会計予算事故繰越し繰越計算書についてでございます。平成２２年度常陸太田市下

水道事業特別会計予算事故繰り越しに係る歳出予算を繰り越したので，地方自治法施行令第１５

０条第３項の規定に基づき，次のとおり報告する。 

 １９１ページ，繰越計算書でございますが，１款１項，事業名は公共下水道管路整備事業，公

共下水道雨水幹線整備事業，特定環境保全公共下水道管路整備事業につきましては，東日本大震

災により工事を一時休止したことにより，３事業を合計いたしまして工事請負費２億9,８１２万

1,０００円を繰り越すものでございます。平成２３年６月１０日提出，市長名。 

 続きまして，１９２ページでございます。報告第２３号平成２２年度常陸太田市簡易水道事業

特別会計予算事故繰越し繰越計算書についてでございます。平成２２年度常陸太田市簡易水道事

業特別会計予算事故繰り越しに係る歳出予算を繰り越したので，地方自治法施行令第１５０条第

３項の規定に基づき，次のとおり報告する。 

 １９３ページをごらんいただきます。繰越計算書でございます。 

 １款３項，事業名が配水管布設替事業につきましては，里美地区里川町地内の配水管布設替事

業でありますが，東北地方太平洋沖地震により工事を一時中止したことに伴い，事業費1,０７４

万5,５００円を繰り越したものでございます。平成２３年６月１０日提出，市長名。 

 続きまして，１９４ページ，報告第２４号平成２２年度常陸太田市水道事業会計予算繰越しに

ついて，平成２２年度常陸太田市水道事業会計予算繰り越しについて，地方公営企業法第２６条

第３項の規定に基づき，別紙のとおり報告するものとする。平成２３年６月１０日提出，市長名。 

 １９５ページをお開きいただきます。上水道統合事業につきまして，取水場の基本設計の決定

及び地権者との借地協議が遅延したことにより２億8,７００万円を繰り越すものでございます。 

 続きまして，１９６ページをお開きいただきます。 

 配水管布設替工事と上水道統合事業におきます配水管布設工事につきまして，ともに東北地方

太平洋沖地震により工事を一時休止したことにより，１億2,１８２万円を繰り越すものでござい
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ます。 

○議長（茅根猛君） 説明は終わりました。 

            ─────────────────── 

 日程第３ 議案第３９号ないし議案第４５号 

○議長（茅根猛君） 次，日程第３，議案第３９号常陸太田市農業集落排水処理施設の設置及び

管理に関する条例の一部改正について，議案第４０号平成２３年度常陸太田市一般会計補正予算

（第３号）について，議案第４１号平成２３年度常陸太田市下水道事業特別会計補正予算（第２

号）について，議案第４２号平成２３年度常陸太田市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２

号）について，議案第４３号平成２３年度常陸太田市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）

について，議案第４４号平成２３年度常陸太田市水道事業会計補正予算（第１号）について，議

案第４５号平成２３年度常陸太田市工業用水道事業会計補正予算（第１号）について，以上７件

を一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。副市長。 

〔副市長 梅原勤君登壇〕 

○副市長（梅原勤君） それでは説明をさせていただきます。 

 議案書１９７ページをごらんいただきます。議案第３９号常陸太田市農業集落排水処理施設の

設置及び管理に関する条例の一部改正について，常陸太田市農業集落排水処理施設の設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。平成２３年６月１０日

提出，市長名。 

 提案理由でございます。佐都４地区農業集落排水処理施設が供用開始されたことに伴い，施設

新規使用者負担金の額を定めるため，本条例の一部改正を行うものでございます。 

 １９９ページをお開きいただきます。新旧対照表でご説明いたします。別表第４の区分欄に佐

都４地区農業集落排水処理施設の名称を加えまして，その金額欄には１戸当たりの受益者分担金

額と同額の１８万5,５３０円を追加するものでございます。 

 １９８ページに戻りまして，この条例は公布の日から施行することといたしております。 

 続きまして，別冊の横長のつづりをごらんいただきたいと思います。 

 まず，１ページをお開きいただきます。議案第４０号平成２３年度常陸太田市一般会計補正予

算（第３号）です。平成２３年度常陸太田市一般会計補正予算（第３号）は，次に定めるところ

による。第１条，歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１０億１９万円を追加し，歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ２６８億3,１４０万6,０００円とする。第２条，地方債の変更は第

２表地方債補正による。平成２３年６月１０日提出，市長名。 

 ８ページをお開きいただきます。事項別明細歳入でございます。 

 １４款国庫支出金の２項８目災害復旧費国庫補助金でございますが，道路橋りょう災害復旧事

業の財源として４億3,３５５万円を計上いたしました。 

 １５款の県支出金につきましては，重点分野雇用創造事業費補助金1,２８０万6,０００円と，

放射線測定装置購入費の財源として消費・安全対策交付金１２５万円を見込んでおります。 
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 １７款の寄附金につきましては，震災義援金1,９４４万5,０００円を計上いたしました。 

 また，１８款繰入金におきまして，財政調整基金からの繰り入れ３億1,０７３万9,０００円，

２０款の諸収入４項３目雑入におきまして，移住・交流推進事業の財源として，ふるさと財団よ

りの助成金２００万円，水戸ひたち観光圏連携推進事業の財源として，ふるさと財団及び県の観

光物産協会よりの助成金４００万円を見込んでおります。 

 ２１款市債につきましては，道路橋りょう災害復旧費の財源として，公共土木施設災害復旧事

業債２億1,６４０万円を計上いたしました。 

 次に，歳出でございます。９ページをお開きいただきます。 

 １款議会費でございます。議員報酬，期末手当，視察研修に伴う経費など，合計６５０万9,０

００円を減額いたしました。 

 ２款１項１１目市民活動費につきましては，地域集会場修繕費用に対する助成金５１０万円を

計上いたしました。 

 次に，３款４項１目災害救助費でございますが，中小企業震災復興融資に係る利子補給として

1,０００万円を予算化いたしました。 

 １０ページをお開き願います。４款衛生費におきまして，簡易水道事業特別会計に対する繰出

金５０３万4,０００円，５款の農林水産業費において，農業集落排水事業特別会計への繰出金5,

２８１万2,０００円を計上しております。 

 ６款１項４目観光費の補正でございますが，重点分野雇用創造事業費補助金を活用して，本市

ＰＲのための資料作成を行うパートタイマー賃金などを計上しております。また，１３節委託料

におきましては，地域コーディネーターの発掘，育成など，移住・交流推進事業業務として２０

０万円，水戸ひたち観光圏連携推進事業として，モバイルスタンプラリー，パンフレット，土産

品開発など４５０万円を予算化しております。これらにつきましては，ふるさと財団や茨城観光

物産協会からの助成金を主な財源として行うものでございます。 

 ７款２項１目道路橋りょう総務費１００万6,０００円の増額につきましても，重点分野雇用創

造事業を活用して災害復旧関係事務に当たりますパートタイマーを雇用するものでございます。 

 １１ページをお開き願います。７款４項５目駅周辺整備事業費２１万2,０００円でございます

が，常陸太田駅舎完成に伴う式典経費と絵画展の入賞者に対する報償費等を計上いたしました。 

 ７款５項下水道費の１億1,１９６万9,０００円につきましては，災害復旧費の財源として下水

道事業特別会計へ繰り出すものでございます。 

 ８款１項５目災害対策費でございます。公共施設の放射線測定を行うため，重点分野雇用創造

事業を活用してパートタイマー２名の雇用と自動車借上料を計上してございます。１８節備品購

入費につきましては，農産物の放射性物質測定装置１基２５０万円，放射線量測定装置２基２６

万3,０００円を購入するものでございます。 

 １３ページにかけての災害復旧費でございますが，一部の補正につきましても同様，道路，そ

れから市営住宅，総合福祉会館，市民交流センター，庁舎，普通財産，それから観光施設などの

災害復旧費を予算化してございます。 



 ３０

 なお，１２ページの１０款２項２目都市計画施設災害復旧費５１０万円の減額につきましては，

道路橋りょう災害復旧費に計上がえしたためのものでございます。 

 ５ページにお戻りいただきたいと思います。地方債の補正でございます。現年発生補助災害復

旧事業費の限度額を５億8,９１０万円とすることにより，地方債の限度額合計２０億6,８６０万

円を２３億8,５００万円に増額するものでございます。 

 続きまして，議案第４１号平成２３度常陸太田市下水道事業特別会計補正予算（第２号）につ

いてでございます。平成２３年度常陸太田市下水道事業特別会計補正予算（第２号）は，次に定

めるところによる。第１条，歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６億2,７９５万3,０００円

を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２１億9,８９４万円とする。第２条，地方債

の変更は，第２表地方債補正による。平成２３年６月１０日提出，市長名。 

 ４ページをお開きいただきます。地方債変更でございます。現年発生補助災害復旧事業費の限

度額1,３４０万円を１億8,５３０万円に変更し，起債の限度額を４億8,７７０万円とするもので

ございます。 

 ７ページをお開きいただきます。事項別明細歳入でございますが，３款の国庫支出金３億4,４

０８万4,０００円，６款の繰越金１億1,１９６万9,０００円，９款の市債１億7,１９０万円につ

きましては，それぞれ災害復旧費の追加に伴うものでございます。 

 ８ページをお開きいただきます。歳出でございます。 

 ４款災害復旧費１項１目下水道施設災害復旧費６億2,７９５万3,０００円の増額は，すべて災

害復旧工事に伴うものでございます。 

 続きまして，議案第４２号平成２３年度常陸太田市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２

号）でございます。平成２３年度常陸太田市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）は，

次に定めるところによる。第１条，歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４億4,８１２万円を

追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８億5,３７１万4,０００円とする。第２条，地

方債の変更は第２表地方債補正による。平成２３年６月１０日提出，市長名。 

 ４ページをお開き願います。地方債の変更でございます。現年発生補助災害復旧事業費の限度

額を8,０５０万円とするものでございます。 

 続きまして，７ページをお開きいただきます。事項別明細歳入でございます。 

 ３款県支出金３億1,６３０万8,０００円，５款繰入金5,２８１万2,０００円，９款市債7,９０

０万円につきましては，それぞれ災害復旧費の追加に伴うものでございます。 

 ８ページに歳出でございます。４款災害復旧費１項１目の農業集落排水施設災害復旧費４億4,

８１２万円の増額は，すべて災害復旧工事に伴うものでございます。 

 続きまして，議案第４３号平成２３年度常陸太田市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）

についてでございます。平成２３年度常陸太田市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）は，

次に定めるところによる。第１条，歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８３３万4,０００円

を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億3,２０８万1,０００円とする。第２条，

地方債の追加は第２表地方債補正による。平成２３年６月１０日提出，市長名。 
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 ４ページをお開き願います。地方債の補正でございます。現年発生単独災害復旧事業債として

２２０万円を追加するものでございます。 

 ７ページの事項別明細ですが，歳入でございます。 

 ３款の一般会計繰入金につきましては，地震，落雷等の災害による設備の修繕及び建物損害保

険料並びに放射性物質測定のための水質検査料でございます。 

 ５款の諸収入につきましては，道路災害復旧に伴う西染町地内の配水管布設替工事補償費でご

ざいます。 

 ６款の市債につきましては，簡易水道施設災害復旧事業債による補正でございます。 

 ８ページに歳出がございます。１款２項１目維持修繕費４５６万8,０００円の増額は，水府南

部浄水場計装設備等の修繕及び水質検査手数料の増によるものでございます。 

 ４款１項１目簡易水道施設災害復旧費３３０万円の増額につきましては，里美南部浄水場管理

用道路の災害復旧工事及び道路災害復旧に伴う西染町地内の配水管布設替工事の増によるもので

ございます。 

○議長（茅根猛君） 上下水道部長。 

〔上下水道部長 鈴木則文君登壇〕 

○上下水道部長（鈴木則文君） それでは，議案第４４号及び議案第４５号について，提案者に

かわりご説明を申し上げます。 

 初めに，議案第４４号平成２３年度常陸太田市水道事業会計補正予算（第１号）についてご説

明申し上げます。１ページをお開き願います。 

 第１条，総則でございますが，平成２３年度常陸太田市水道事業会計補正予算（第１号）は，

次に定めるところによる。 

 第２条は，収益的収入及び支出の補正で，予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を

次のとおり補正するものでございます。 

 収入の第１款水道事業収益を７７２万6,０００円減額し，１２億９９０万3,０００円とするも

のでございます。支出の第２款水道事業費を1,６１１万5,０００円増額し，１１億3,０１４万9,

０００円とするものでございます。 

 第３条は，資本的収入及び支出の補正で，予算第４条本文括弧書き中，資本的収入額が資本的

支出額に対し不足する額４億7,４１０万2,０００円を５億6,９３０万2,０００円に，当年度分消

費税及び地方消費税，資本的収支調整額2,８２３万1,０００円を3,５５２万3,０００円に，過年

度分損益勘定留保資金４億4,５８７万1,０００円を５億3,３７７万9,０００円に改め，資本的収

入及び支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。 

 収入ですが，第３款資本的収入を5,７２０万円増額し，４億7,７１５万円とするものでござい

ます。 

 支出でございますが，第４款資本的支出を１億5,２４０万円増額し，１０億4,６４５万2,００

０円とするものでございます。 

 続いて２ページに参りまして，第４条は，棚卸資産購入限度額の補正でございます。予算第１
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１条に定めた棚卸資産購入限度額1,５９５万9,０００円を1,６７８万3,０００円に改めるもので

ございます。平成２３年６月１０日提出，市長名でございます。 

 詳細につきましては，予算明細書にてご説明申し上げます。９ページをお開きいただきたいと

思います。 

 初めに，収益的収入及び支出の収入でございます。１款水道事業収益１項営業収益１目１節水

道料金1,６４２万6,０００円の減額でございますが，これは震災による水道基本料金を減額した

ことによるものでございます。３目５節雑収益８７０万円の増額は，下水道関連の災害復旧に伴

う給水管修繕工事負担金によるものでございます。 

 次に，収益的支出でございますが，２款水道事業費用１項１目１５節委託料３１万5,０００円

の増額は，放射線モニタリング水質検査費用２目１８節修繕費８８０万円の増額については，下

水道関連の災害復旧に伴う給水管修繕工事によるものでございます。２０節路面復旧費７００万

円の増額については，漏水修理箇所の舗装復旧費でございます。 

 続いて１０ページをお開きいただきたいと思います。資本的収入及び支出の収入でございます。

３款資本的収入２項１目２節工事負担金5,７２０万円の増額は，下水道関連の災害復旧に伴う配

水管布設替工事によるものでございます。 

 次に，資本的支出でございますが，４款資本的支出１項２目１節委託料1,２２０万円の増額に

ついては，災害による導水管及び配水管布設替，増圧ポンプ場詳細設計，下水道課等の関連する

詳細設計委託料でございます。２節工事費１億4,０２０万円の増額については，災害復旧費に伴

う導水管及び配水管，増圧ポンプ場，下水道課関連の工事によるものでございます。 

 続きまして，議案第４５号平成２３年度常陸太田市工業用水道事業会計補正予算（第１号）に

ついてご説明申し上げます。１ページをお開き願います。 

 第１条，総則でございますが，平成２３年度常陸太田市工業用水道会計補正予算（第１号）は，

次に定めるところによる。 

 第２条は，収益的収入及び支出の補正で，平成２３年度常陸太田市工業用水道事業会計予算第

３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。 

 支出の第１款工業用水道事業費用を３１万5,０００円増額し7,５７１万1,０００円とするもの

でございます。平成２３年６月１０日提出，市長名でございます。 

 詳細につきましては，予算明細書にてご説明申し上げます。 

 ６ページをお開きいただきたいと思います。収益的収入及び支出でございます。２款工業用水

道事業費用１項１目１５節委託料３１万5,０００円の増額については，放射線モニタリング水質

検査費用でございます。 

 以上で，議案第４４号及び第４５号の補正予算についての説明を終わります。 

○議長（茅根猛君） 説明は終わりました。 

            ─────────────────── 

○議長（茅根猛君） 以上で，本日の議事は議了いたしました。 

 次回は，６月１４日，定刻より本会議を開きます。 
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 本日は，これにて散会いたします。 

午前１１時５４分散会 
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